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厚 生 委 員 会 資 料

令和８年３月９日

長 寿 福 祉 課

秋田市老人いこいの家条例新旧対照表（第２条関係）

改 正 案 現 行

（設置） （設置）

第１条 秋田市老人いこいの家（以下「いこいの家」とい 第１条 秋田市老人いこいの家（以下「いこいの家」とい

う。）を次のとおり設置する。 う。）を次のとおり設置する。

名称 位置 名称 位置

秋田市八橋老人いこいの家 秋田市八橋本町一丁目４番

３号

（略） （略）

秋田市大森山老人と子ども 秋田市浜田字出小屋333番

の家 の１

第２条 （略） 第２条 （略）

（使用者の範囲） （使用者の範囲）

第３条 いこいの家を使用することができる者は、市内に 第３条 次の各号に掲げるいこいの家を使用することがで

居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に使用 きる者は、当該各号に定める者とする。ただし、市長が

を認める者については、この限りでない。 特に使用を認める者については、この限りでない。

(1) 秋田市八橋老人いこいの家および秋田市飯島老人い

こいの家 市内に居住する60歳以上の者

(2) 秋田市大森山老人と子どもの家 市内に居住する60

歳以上の者および義務教育終了前の者

以下 （略） 以下 （略）
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厚 生 委 員 会 資 料

令和８年３月９日

保 護 第 一 課

保 護 第 二 課

秋田市個人番号の利用に関する条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略）

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）

機 関 事 務 機 関 事 務

１ 削除 １ 市長 生活に困窮する外国人に対する生活保護の

措置に関する事務であって規則で定めるも

の

（略） （略）

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

機 関 事 務 特定個人情報 機 関 事 務 特定個人情報

１ 市長 児童福祉法に 児童福祉法による障害児通所 １ 市長 児童福祉法に 児童福祉法による障害児通所

よる助産施設 支援に関する情報、障害者関 よる助産施設 支援に関する情報、障害者関

における助産 係情報、生活保護関係情報、 における助産 係情報、生活保護関係情報、

の実施又は母 地方税関係情報、国民年金法 の実施又は母 地方税関係情報、国民年金法

子生活支援施 （昭和34年法律第141号）に 子生活支援施 （昭和34年法律第141号）に

設における保 よる障害基礎年金の支給に関 設における保 よる障害基礎年金の支給に関

護の実施に関 する情報、児童扶養手当関係 護の実施に関 する情報、児童扶養手当関係

する事務であ 情報、特別児童扶養手当関係 する事務であ 情報、特別児童扶養手当関係

って規則で定 情報、中国残留邦人等支援給 って規則で定 情報、中国残留邦人等支援給

めるもの 付関係情報、障害者自立支援 めるもの 付関係情報、障害者自立支援

給付関係情報又は外国人生活 給付関係情報又は生活に困窮

保護関係情報であって規則で する外国人に対する生活保護

定めるもの の措置の実施に関する情報

（以下「外国人生活保護関係

情報」という。）であって規

則で定めるもの

２ 市長 生活保護法 児童福祉法による助産施設に ２ 市長 生活保護法 児童福祉法による助産施設に

（昭和25年法 おける助産の実施もしくは母 （昭和25年法 おける助産の実施もしくは母

律第144号） 子生活支援施設における保護 律第144号） 子生活支援施設における保護

による保護の の実施に関する情報、地方税 による保護の の実施に関する情報、障害者

決定および実 関係情報、公営住宅法（昭和 決定および実 関係情報、地方税関係情報、

施又は徴収金 26年法律第193号）による公 施又は徴収金 公営住宅法（昭和26年法律第

の徴収に関す 営住宅の管理に関する情報、 の徴収に関す 193号）による公営住宅の管

る事務であっ 老人福祉法（昭和38年法律第 る事務であっ 理に関する情報、老人福祉法
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て規則で定め 133号）による福祉の措置も て規則で定め （昭和38年法律第133号）に

るもの しくは費用の徴収に関する情 るもの よる福祉の措置もしくは費用

報、医療保険給付関係情報、 の徴収に関する情報、医療保

特定優良賃貸住宅の供給の促 険給付関係情報、特定優良賃

進に関する法律（平成５年法 貸住宅の供給の促進に関する

律第52号）による賃貸住宅の 法律（平成５年法律第52号）

管理に関する情報、介護保険 による賃貸住宅の管理に関す

給付等関係情報、障害者の日 る情報、介護保険給付等関係

常生活及び社会生活を総合的 情報、障害者の日常生活及び

に支援するための法律（平成 社会生活を総合的に支援する

17年法律第123号）による地 ための法律（平成17年法律第

域生活支援事業の実施に関す 123号）による地域生活支援

る情報、療育手帳に関する情 事業の実施に関する情報、療

報、福祉医療に関する情報、 育手帳に関する情報、福祉医

特定教育・保育施設等利用者 療に関する情報、特定教育・

負担額の助成に関する情報、 保育施設等利用者負担額の助

小児慢性特定疾病児童等に対 成に関する情報、小児慢性特

する日常生活用具の給付に関 定疾病児童等に対する日常生

する情報、秋田市営住宅条例 活用具の給付に関する情報、

によるその他市営住宅の管理 秋田市営住宅条例によるその

に関する情報又は秋田市特定 他市営住宅の管理に関する情

公共賃貸住宅条例による単身 報又は秋田市特定公共賃貸住

特定公共賃貸住宅の管理に関 宅条例による単身特定公共賃

する情報であって規則で定め 貸住宅の管理に関する情報で

るもの あって規則で定めるもの

（略） （略）

９ 市長 中国残留邦人 児童福祉法による助産施設に ９ 市長 中国残留邦人 児童福祉法による助産施設に

等支援給付等 おける助産の実施もしくは母 等支援給付等 おける助産の実施もしくは母

の支給に関す 子生活支援施設における保護 の支給に関す 子生活支援施設における保護

る事務であっ の実施に関する情報、地方税 る事務であっ の実施に関する情報、障害者

て規則で定め 関係情報、公営住宅法による て規則で定め 関係情報、地方税関係情報、

るもの 公営住宅の管理に関する情 るもの 公営住宅法による公営住宅の

報、老人福祉法による福祉の 管理に関する情報、老人福祉

措置もしくは費用の徴収に関 法による福祉の措置もしくは

する情報、医療保険給付関係 費用の徴収に関する情報、医

情報、特定優良賃貸住宅の供 療保険給付関係情報、特定優

給の促進に関する法律による 良賃貸住宅の供給の促進に関

賃貸住宅の管理に関する情 する法律による賃貸住宅の管

報、介護保険給付等関係情 理に関する情報、介護保険給

報、障害者の日常生活及び社 付等関係情報、障害者の日常
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会生活を総合的に支援するた 生活及び社会生活を総合的に

めの法律による地域生活支援 支援するための法律による地

事業の実施に関する情報、療 域生活支援事業の実施に関す

育手帳に関する情報、福祉医 る情報、療育手帳に関する情

療に関する情報、特定教育・ 報、福祉医療に関する情報、

保育施設等利用者負担額の助 特定教育・保育施設等利用者

成に関する情報、小児慢性特 負担額の助成に関する情報、

定疾病児童等に対する日常生 小児慢性特定疾病児童等に対

活用具の給付に関する情報、 する日常生活用具の給付に関

秋田市営住宅条例によるその する情報、秋田市営住宅条例

他市営住宅の管理に関する情 によるその他市営住宅の管理

報又は秋田市特定公共賃貸住 に関する情報又は秋田市特定

宅条例による単身特定公共賃 公共賃貸住宅条例による単身

貸住宅の管理に関する情報で 特定公共賃貸住宅の管理に関

あって規則で定めるもの する情報であって規則で定め

るもの

（略） （略）

11 市長 生活に困窮す 児童福祉法による助産施設に 11 市長 生活に困窮す 児童福祉法による小児慢性特

る外国人に対 おける助産の実施もしくは母 る外国人に対 定疾病医療費の支給、助産施

する生活保護 子生活支援施設における保護 する生活保護 設における助産の実施もしく

の措置に関す の実施に関する情報、地方税 の措置に関す は母子生活支援施設における

る事務であっ 関係情報、公営住宅法による る事務であっ 保護の実施に関する情報、障

て規則で定め 公営住宅の管理に関する情 て規則で定め 害者関係情報、生活保護関係

るもの 報、医療保険給付関係情報、 るもの 情報、地方税関係情報、公営

老人福祉法による福祉の措置 住宅法による公営住宅の管理

もしくは費用の徴収に関する に関する情報、医療保険給付

情報、特定優良賃貸住宅の供 関係情報、児童扶養手当関係

給の促進に関する法律による 情報、老人福祉法による福祉

賃貸住宅の管理に関する情 の措置もしくは費用の徴収に

報、介護保険給付等関係情 関する情報、母子及び父子並

報、障害者の日常生活及び社 びに寡婦福祉法（昭和39年法

会生活を総合的に支援するた 律第129号）による資金の貸

めの法律による地域生活支援 付けもしくは給付金の支給に

事業の実施に関する情報、療 関する情報、特別児童扶養手

育手帳に関する情報、福祉医 当関係情報、特別児童扶養手

療に関する情報、特定教育・ 当等の支給に関する法律（昭

保育施設等利用者負担額の助 和39年法律第134号）による

成に関する情報、小児慢性特 障害児福祉手当もしくは特別

定疾病児童等に対する日常生 障害者手当もしくは昭和六十

活用具の給付に関する情報、 年法律第三十四号附則第97条
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秋田市営住宅条例によるその 第１項の福祉手当の支給に関

他市営住宅の管理に関する情 する情報、母子保健法による

報又は秋田市特定公共賃貸住 養育医療の給付もしくは養育

宅条例による単身特定公共賃 医療に要する費用の支給に関

貸住宅の管理に関する情報で する情報、児童手当法（昭和

あって規則で定めるもの 46年法律第73号）による児童

手当の支給に関する情報、特

定優良賃貸住宅の供給の促進

に関する法律による賃貸住宅

の管理に関する情報、中国残

留邦人等支援給付関係情報、

介護保険給付等関係情報、障

害者自立支援給付関係情報、

障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための

法律による地域生活支援事業

の実施に関する情報、療育手

帳に関する情報、福祉医療に

関する情報、特定教育・保育

施設等利用者負担額の助成に

関する情報、小児慢性特定疾

病児童等に対する日常生活用

具の給付に関する情報、秋田

市営住宅条例によるその他市

営住宅の管理に関する情報又

は秋田市特定公共賃貸住宅条

例による単身特定公共賃貸住

宅の管理に関する情報であっ

て規則で定めるもの

（略） （略）
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厚 生 委 員 会 資 料

令 和 ８ 年 ３ 月 ９ 日

介 護 保 険 課

秋田市介護保険条例新旧対照表

改 正 案 現 行

目次 （略） 目次 （略）

第１条～第19条 （略） 第１条～第19条 （略）

附 則 附 則

１～23 （略） １～23 （略）

（令和７年度分市町村民税非課税者に係る令和８

年度分の保険料の減免）

24 市長は、第一号被保険者又はその属する世帯の

世帯主および全ての世帯員のうちに、令和７年度

分の地方税法の規定による市町村民税が課されて

いない者であって、令附則第25条の規定により令

和８年度分の同法の規定による市町村民税が課さ

れている者とみなされた者がある場合は、当該者

の属する世帯の第一号被保険者の同年度分の保険

料を、当該みなされた者に同年度分の同法の規定

による市町村民税が課されていないものとして第

４条第１項第１号から第５号までに定める保険料

率（同項第１号に定める保険料率にあっては同条

第８項、同条第１項第２号に定める保険料率にあ

っては同条第９項、同条第１項第３号に定める保

険料率にあっては同条第10項の規定の適用後の保

険料率）のいずれかに決定した保険料率により算

定した額に減免する。

25 前項の規定による保険料の減免については、当

該減免を受けようとする者の申請を要しない。
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厚 生 委 員 会 資 料

令 和 ８ 年 ３ 月 ９ 日

介 護 保 険 課

令和７年度税制改正に伴う介護保険条例の一部改正について

１ 概要

令和７年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万

円に引き上げられたことに伴い、７年度市民税課税であった方が、８年度は

非課税になる場合がある。

介護保険料の算定には、合計所得金額および市民税の課税・非課税の別を

用いているため、今回の税制改正によって保険料段階が下がる方が一定数お

り、８年度の保険料収入に影響を受けることになる。

このため、国では介護保険法施行令を改正し、８年度保険料については、

全国一律に税制改正の影響を受けないための措置を講じることになったが、

給与所得控除の引上げの範囲内で収入増があった方などについては、７年度

よりも保険料段階が上がる場合があることから、国の通知に従い、保険料が

上がらないようにするための条例改正を行うものである。

２ 減免の内容

令和７年度の市民税非課税者が、８年度の保険料の算定において、市民税

課税者とみなされて保険料段階が上がった場合に、市民税非課税者に相当す

る保険料段階へ減免するものである。

当該減免に当たっては、申請・認定に係る事務負担を踏まえ、本人等から

の申請は不要とし、システムで一括処理するものである。

減免のイメージは、以下のとおりである。

＜本人のみ（単身世帯）の場合＞

７年度 ８年度

税法上の扱い 非課税 非課税

介護保険料
非課税
1～３段階

課税とみなす
６段階以上

１～３段階に減免

被
保
険
者
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請願・（陳情） 令和８年２月市議会提出分 （新規）・継続

受理番号 受理年月日 件 名 陳情者名

60 令和8年2 雄和ふれあいプラザ、八

月5日 橋老人いこいの家及び大

森山老人と子どもの家の

廃止時期延期等について

陳情の要点 左に対する措置等

市は令和８年２月定例会において、施設 本市の公共施設については、厳しい財

保有量の全体的な見直し方針を示す予定と 政状況や人口減少が進んでいる中で、今

しているが、雄和ふれあいプラザ、飯島老 ある全ての施設を維持していくことは難

人いこいの家、八橋老人いこいの家及び大 しいものと考えております。そのため、

森山老人と子どもの家については、その見 現在、施設の利用状況や運営コスト、設

直し方針に先行して廃止の方針が示されて 置目的等を踏まえ、施設の存続、廃止、

いる。その後、飯島老人いこいの家の廃止 複合化等あり方の見直しを行っていると

時期の延期の方針が示されたことから、飯 ころです。

島老人いこいの家との公平性を保ち、全市 そうした中、雄和ふれあいプラザおよ

的な計画と足並みをそろえ、令和10年３月 び老人いこいの家３施設については、施

末を「いこいの家事業」の最終期限と設定 設の維持・運営の年間経費として合計約

することが合理的である。他の高齢者施設 5,300万円がかかっており、雄和ふれあ

も施設保有量の見直しの対象となっている いプラザについては、利用者数が１日あ

が、施設保有量の見直しは時間をかけて行 たり９人程度と著しく少ない状態である

うべきである。 こと、八橋・大森山・飯島の「老人いこ

雄和ふれあいプラザは、築30年未満の施 いの家」３施設については、利用者の減

設であり、雄和市民サービスセンター大規 少に加え、建築後約50年が経過し、老朽

模改修時の仮設庁舎としての活用が検討さ 化による改修等に今後、多額の費用を要

れている。同市民サービスセンター改修時 することが予想されており、令和７年８

の仮設庁舎としての活用と並行してサーク 月に行った庁内の公共施設等最適化専門

ル活動を継続させることは、追加コスト等 部会において、令和７年度末で廃止する

を抑えた有効活用であり、早期廃止は見直 方針が了承されたものです。

すべきである。 その後、市議会での説明や、各施設で

八橋老人いこいの家は、交通の便がよい の利用者説明会でいただいたご意見等を

施設である。代替施設の提供が未確定であ 踏まえ、各施設の廃止時期について最終

り、解体に伴うアスベスト調査等の準備期 判断したものであり、飯島老人いこいの

間を考慮すれば、無理な早期廃止は、地域 家については、老人いこいの家開設当初

福祉の空白を生むだけである。八橋地区は からの施設機能を維持し続けており、他

単身高齢者世帯の多い地区でもあり、地区 の老人いこいの家と比較して利用者数が

全体の高齢者福祉への配慮が必要である。 多く、施設の保有優先度評価の一次評価

大森山老人と子どもの家は、体育館施設 における機能評価は高いことから、当初

も比較的新しく、スポーツ少年団を含む多 予定していた令和８年３月末での廃止を

世代交流の場として稼働している。また、 見直し、指定管理期間満了となる令和10
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指定避難場所とされており、地域の命を守 年３月末での廃止としたものでありま

る拠点でもあることから、代替案のない廃 す。一方、雄和ふれあいプラザにつきま

止は防災・防犯上のリスクとなる。 しては、施設の築年数が30年未満ではあ

「ハコから人へ」の円滑な移行と地域包 りますが、木造建築物であることや利用

括支援の強化として、令和10年３月末まで 者数が著しく少ない状態であることか

の延期期間を移行期間と位置づけ、現在の ら、施設の保有優先度評価の一次評価に

サークル活動を行っている団体や利用者を おける建物評価および機能評価ともに低

地域包括支援センターが運営する地域サロ いこと、八橋老人いこいの家および大森

ン等へ丁寧につなげる体制を構築してほし 山老人と子どもの家につきましては、施

い。施設（ハコ）への依存から、相談・見 設全体の老朽化が進んでおり、利用者数

守り（人・機能）の充実へと、質的な転換 も少ないことから、建物評価は特に低

を図る好機と捉えるべきである。 く、機能評価も低いことから、令和８年

ついては、飯島老人いこいの家の存続 ３月末で廃止の方針としているもので

（令和10年３月末まで）の方針が示された す。

ことに鑑み、現在、今年度末での廃止が検 こうした施設の状況等を踏まえた廃止

討されている雄和ふれあいプラザ、八橋老 方針であることから、雄和ふれあいプラ

人いこいの家及び大森山老人と子どもの家 ザ、八橋老人いこいの家および大森山老

の３施設についても、廃止時期を令和10年 人と子どもの家の廃止時期について、飯

３月末に延期すること、併せて、延期期間 島老人いこいの家の廃止時期となる令和

中に現在の利用者へ、確実に代替施設の案 10年３月末まで延長する考えはありませ

内及び提供を行うとともに、将来的な高齢 ん。

者福祉、地域包括支援センターの機能強化 また、令和７年11月市議会後に、サー

へとつながる体制を整備するよう、下記事 クル・団体等に対して、代わりに利用で

項について陳情する。 きる施設の意向確認を行い、サークル・

１ 雄和ふれあいプラザ、八橋老人いこい 団体等の希望を尊重しながら、丁寧な聴

の家及び大森山老人と子どもの家の廃止時 き取りにより、令和８年２月18日現在、

期を、飯島老人いこいの家と足並みをそろ 雄和ふれあいプラザおよび大森山老人と

え、令和10年３月末まで延期すること。 子どもの家のすべての利用団体35団体

２ 延期期間中に、現在の利用者やサーク と、八橋老人いこいの家のすべての利用

ルに対し、代替となる活動場所の確保と移 団体28団体のうち26団体が、代わりに利

動手段の支援を責任を持って行うこと。 用できる施設の調整が完了しておりま

３ 八橋老人いこいの家の廃止後の拠点を す。八橋老人いこいの家の残る２団体の

地域包括支援センターの機能強化や多世代 うち、１団体については令和８年３月末

交流のモデルケースとして検討し、八橋地 までに調整を完了する見込みであり、他

区の高齢者福祉の質を低下させないこと。 １団体についても調整を継続していると

ころであります。なお、移動手段の支援

につきましては、現在の八橋老人いこい

の家の利用者は自家用車等自ら移動手段

を選択し、来館していることから、その

支援について行う考えはありませんが、

満65歳以上のかたを対象として実施して

いる秋田市高齢者コインバス事業を活用

していただけるよう、その周知に努めて

まいります。

本市においては、八橋地区にとどまら
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ず、単身高齢者や身寄りのない高齢者の

増加が見込まれることから、地域包括支

援センターの機能強化や認知症施策の推

進、通いの場の創出など、高齢者プラン

に掲げる施策の実施により、高齢者が地

域で安心して過ごせるよう、今後も高齢

者福祉施策の充実に努めてまいります。
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請願・（陳情） 令和７年１１月市議会提出分 新規・（継続）

受理番号 受理年月日 件 名 陳情者名

57 令和７年11 八橋老人いこいの家、飯

月25日 島老人いこいの家、大森

山老人と子どもの家及び

雄和ふれあいプラザの廃

止方針の見直しと老人福

祉事業の充実について

陳情の要点 左に対する措置等

４施設の廃止は、高齢者の居場所や交流 本市の公共施設については、厳しい財

の機会を奪い、地域のつながりや健康維持 政状況や人口減少が進んでいる中で、今

に深刻な影響を及ぼすおそれがある。高齢 ある全ての施設を維持していくことは難

者福祉の充実に向け、エイジフレンドリー しいものと考えております。そのため、

シティ構想を掲げる本市において、こうし 現在、施設の利用状況や運営コスト、設

た施設の廃止は市民の理解を得られないも 置目的等を踏まえ、施設の存続、廃止、

のと考える。また、秋田市が想定する代替 複合化等あり方の見直しを行っていると

施設は、その施設の利用目的、施設状況、 ころです。

利用状況から見てこの４施設の代替施設と 代わりに利用できる施設として提示し

して十分とは言えない。 たコミュニティセンターや各市民サービ

４施設の廃止方針を見直し、現行施設の スセンターについては、市民の自主的な

存続・老人福祉事業の充実を図ってくださ 地域活動の拠点として、年齢を問わず、

るよう陳情する。 各種団体やサークルでの活動に利用でき

るほか、予約せずに気軽に利用できるフ

リースペースもあることから、雄和ふれ

あいプラザおよび老人いこいの家と同等

の役割を果たすことができると捉えてお

ります。そのような中、いこいの家等の

利用サークル・団体等の利用者に対して

は、令和７年11月市議会後に、代わりに

利用できる施設の意向確認を行い、サー

クル・団体等の希望を尊重しながら、丁

寧な聴き取りにより、令和８年２月18日

現在、雄和ふれあいプラザおよび大森山

老人と子どもの家のすべての利用団体35

団体と、八橋老人いこいの家のすべての

利用団体28団体のうち26団体が、代わり
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に利用できる施設の調整が完了しており

ます。八橋老人いこいの家の残る２団体

のうち、１団体については令和８年３月

末までに調整を完了する見込みであり、

他１団体についても、調整を継続してい

るところであります。

そのため、雄和ふれあいプラザおよび

老人いこいの家については、いずれも公

共施設等最適化専門部会において令和７

年度末で廃止する方針が了承されたとこ

ろでありますが、飯島老人いこいの家に

ついては、老人いこいの家開設当初から

の施設機能を維持し続けており、他の老

人いこいの家と比較して利用者数が多

く、施設の保有優先度評価の一次評価に

おける機能評価は高いことから、当初予

定していた令和８年３月末での廃止を見

直し、指定管理期間満了となる令和10年

３月末での廃止とし、雄和ふれあいプラ

ザ、八橋老人いこいの家および大森山老

人と子どもの家は、当初予定どおり令和

８年３月末で廃止の方針としたもので

す。

なお、本市では、単身高齢者や身寄り

のない高齢者の増加が見込まれることか

ら、地域包括支援センターの機能強化や

認知症施策の推進、通いの場の創出な

ど、高齢者プランに掲げる施策の実施に

より、高齢者が地域で安心して過ごせる

よう、今後も高齢者福祉施策の充実に努

めてまいります。
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厚 生 委 員 会 資 料

令 和８ 年 ３月 ９日

長 寿 福 祉 課

秋田市老人いこいの家および秋田市雄和ふれあいプラザの廃止について

老人いこいの家および雄和ふれあいプラザの廃止については、１月閉会中厚

生委員会において、各施設の廃止時期について報告したところである。

その際、各施設のサークル・団体等の利用者と代わりに利用できる施設につ

いて、最終的な調整を行っている旨も併せて説明したところであり、このたび、

その結果について報告するものである。

※各施設の廃止時期

年 月 施設名

令和 ８年３月末 大森山老人と子どもの家・八橋老人いこいの家

雄和ふれあいプラザ

令和１０年３月末 飯島老人いこいの家

１ 各施設のサークル・団体等の利用者との調整結果

(1) 大森山老人と子どもの家

・サークル・団体等の利用者に対して、令和７年１１月定例会後に、代わり

に利用できる施設の意向確認を行い、すべての団体（２１団体）の調整が

完了し、新たな活動拠点の目処がついている。

（主な活動拠点：西部市民サービスセンター、コミュニティセンター等）

(2) 八橋老人いこいの家

・サークル・団体等の利用者に対して、令和７年１１月定例会後に、代わり

に利用できる施設の意向確認を行い、すべての団体（２８団体）のうち、

２６団体の調整が完了し、新たな活動拠点の目処がついている。

（主な活動拠点：八橋地区コミュニティセンター、老人福祉センター等）

・残る２団体のうち、１団体については令和８年３月末までに調整を完了す

る見込みであり、他１団体についても調整を継続中。

(3) 雄和ふれあいプラザ

・サークル・団体等の利用者に対して、令和７年１１月定例会後に、代わり

に利用できる施設の意向確認を行い、すべての団体（１４団体）の調整が

完了し、新たな活動拠点の目処がついている。

（主な活動拠点：雄和市民サービスセンター、雄和児童センター等）

２ 今後の各施設のサークル・団体等の利用者への対応

代わりに利用できる施設として案内した施設のうち、市民サービスセンター

やコミュニティセンター以外で、利用予定とされている施設（雄和児童センタ

ー、老人福祉センター）について、施設を見学していただき、利用する際のイ

メージを膨らませていただける機会を３月中旬に設ける予定としている。
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３ 今後のスケジュールについて（案）

時 期 内 容

令和７年度 ・２月定例会 設置条例の廃止等を提案

・施設廃止（雄和ふれあいプラザ・大森山老人と子どもの家

・八橋老人いこいの家）

・令和８年３月末 指定管理期間満了（雄和ふれあいプラザ）

令和８年度 ・低濃度ＰＣＢ使用コンデンサ等撤去（令和９年３月末まで）

（大森山老人と子どもの家のみ）

・アスベスト事前調査（令和８年度以降順次）

令和９年度 ・施設廃止（飯島老人いこいの家）

・令和10年３月末 指定管理期間満了（老人いこいの家）

・いこいの家施設解体（令和９年度以降順次）

・土地返還（八橋老人いこいの家のみ：施設解体後）
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